
 
 

兵庫県では、SDGsの達成を目指すとともに「豊かで美しいひょうごの里海」の実現に向け、

令和３年６月に改正された瀬戸内海環境保全特別措置法の第２条の２の「基本理念」にのっ

とり、かつ、令和４年２月に変更された「瀬戸内海環境保全基本計画」に基づき、「瀬戸内海

の環境の保全に関する兵庫県計画」の改定を行います。 

令和４年６月から兵庫県環境審議会水環境部会で検討を行い、このたび、「瀬戸内海の環境

の保全に関する兵庫県計画（案）」がまとまりましたので、県民の皆様からご意見・ご提案を

募集します。 

なお、ご意見等は、計画を策定するに当たっての参考とさせていただくとともに、ご意見

等の概要とこれに対する県の考え方について、後日公表いたします。 

 

１ 関係資料 

「瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画（案）」 

 

２ 詳しい資料の閲覧方法 

(1) インターネット 

ホームページ「ひょうごの環境」のトピックスに掲載しています。 

   URL：https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp  

(2) 県民情報センター及び地域県民情報センター 

県民情報センター（神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館４階） 

各地域県民情報センター（神戸を除く各県民局・県民センター内） 

(3) 意見を募集している担当課の窓口への備え付け 

兵庫県環境部水大気課（神戸市中央区下山手通5-10-1） 

 

３ 御意見・御提案の提出方法 

(1) 受付期間 

令和５年６月13日（火）～令和５年７月３日（月）まで（必着） 

(2) 提出方法 

   ア 記載様式は自由です。よろしければ、別紙様式を使用してください。 

   イ 提出いただいた御意見の内容について、こちらから照会させていただく場合があり

ますので、住所（所在地）、氏名（団体名）、電話番号の御記入をお願いします。 

   ウ (3)の提出先まで、電子メール、Fax、郵送により送付してください。 

     なお、お電話での御意見等については御遠慮いただいておりますので御理解ください。 

(3) 提出先 

〒 650-8567 神戸市中央区下山手通5－10－1 

兵庫県環境部水大気課 水質班 

電話：078-362-3291  Fax：078-362-3966 

e-mail：mizutaiki@pref.hyogo.lg.jp 

 

(4) 参考 

  県民意見提出手続（パブリック･コメント手続）制度の概要については、「制度のＰＲ

チラシ」（https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk12/documents/publiccomment.pdf）をご覧

ください。 

「瀬戸内海の環境の保全に関する兵庫県計画（案）」への 
御意見・御提案を募集しています。 
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